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国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業実施要領 

 

第１ 目的 

この実施要領は、国立公園等資源整備事業費補助金（国立公園等利用拠点滞在環境

等上質化事業）（以下「補助金」という。）交付要綱（以下「交付要綱」という。）第３

条に掲げる事業の実施に関して必要な細目等を定めることにより、国立公園及び国定

公園内の利用拠点における滞在環境の上質化に係る計画策定及び当該計画に基づく利

用拠点滞在環境の上質化に資する整備等を行い、訪日外国人旅行者の国立公園等にお

ける体験滞在の満足度を向上させることを目的とする。 

 

第２ 事業内容 

補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金を活用して、

国立公園及び国定公園内の利用拠点滞在環境の上質化に係る計画策定及び当該計画に

基づく利用拠点上質化整備等を行うことにより、訪日外国人旅行者の国立公園等での体

験滞在の満足度を向上させる事業に対する補助金（以下「間接補助金」という。）を交付

する事業（以下「補助事業」という。）を実施するものとする。 

 

第３ 補助金の交付事業 

（１）交付の対象となる事業及び経費  

間接補助金の交付の対象となる事業（以下「間接補助事業」という。）は、別表第

１第１欄及び第２欄に掲げる事業とし、補助事業者は、これらに要する経費のうち、

同表第３欄に掲げる経費（以下「間接補助対象経費」という。）について、補助金の

範囲内において間接補助金を交付する。 

 

（２）間接補助金の交付の申請者 

間接補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者とする。 

ただし、別表第１に掲げる事業のうち、国立公園等利用拠点計画策定支援事業につ

いては、オに掲げる者に限る。また、国立公園ならではの宿泊施設整備改善事業につ

いては、次に掲げる者のうち自然公園法（昭和３２年法律第１６１号。以下「法」と

いう。）第 10条に規定する国立公園宿舎事業（以下「宿舎事業という」。）を執行する
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者（以下「宿舎事業者」という。）に限る。 
ア 民間企業  
イ 個人事業主 
ウ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 
エ 特定非営利活動法人 
オ 都道府県、市町村、地方公共団体の組合及び法第１６条の２第１項又は第１６条

の７第１項に規定する地方公共団体等で構成する協議会 
カ 地方公共団体単位で組織される観光協会及び広域観光推進機構 
キ 法律により直接設立された法人 
ク 民間企業等で構成する協議会その他環境大臣（以下「大臣」という。）の承認を得

て補助事業者が適当と認める者 
 

（３）対象地域要件 

ア 国立公園等利用拠点計画策定支援事業・国立公園等利用拠点上質化整備事業 

間接補助金の交付の対象となる地域は、次のとおりとする。 

①国立公園 

法第３６条に基づき指定された集団施設地区（以下「集団施設地区」という。）

内、又は法第２０条に基づき指定された特別地域（以下「特別地域」という。隣

接する地域を含む。）内において公園利用者向けサービスを提供する施設が集積

している地域とする。 

ただし、滞在体験魅力向上に重点的に取り組む利用拠点（国立公園における滞

在体験の魅力向上のための先端モデル事業及び更なる展開事業における利用拠点、

利用拠点整備改善計画区域又はこれに準じる区域で、インバウンド対応を含めた

利用拠点の整備改善の目標及び計画が定められた区域。以下「重点利用拠点」と

いう。）においては、重点利用拠点の区域とする。 

②国定公園 

訪日外国人旅行者誘致に係る目標及び計画が定められている国定公園（以下

「対象国定公園」という。）において、集団施設地区内、又は特別地域（隣接する

地域を含む）内において公園利用者向けサービスを提供する施設が集積している

地域とする。 

イ 国立公園等核心地利用施設改修事業 

間接補助金の交付の対象となる地域は、国立公園及び対象国定公園の優れた自然景

観（特別保護地区、第１種特別地域、海域公園地区）の満喫に寄与する特別地域内と

する。 

ウ 国立公園ならではの宿泊施設整備改善事業 

間接補助金の交付の対象となる地域は、国立公園内とする。 

  

（４）間接補助金の交付額の算定方法 

間接補助金の交付額は、別表第１第４欄に掲げる方法により算出するものとする。 
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（５）補助事業の実施体制等 

補助事業者は、補助事業の適正かつ円滑な実施のため、次に掲げる事項を適切に行

うための体制を整えなければならない。 

ア 間接補助金交付先の公募及び説明会の開催等による周知 

イ 間接補助金交付先の採否及び翌年度における間接補助事業の継続実施の可否等に

関する審査基準の作成等 

ウ 間接補助金の交付（交付申請書の審査から間接補助金の支払までを含む。） 

エ 間接補助金の交付決定を受けた者（以下「間接補助事業者」という。）の指導監督 

オ 間接補助事業に対する問合せ等への対応 

カ 上記に関する付帯業務 

 

（６）交付規程の内容 

① 交付要綱第１４条の間接補助金の交付手続等に係る交付規程は、交付要綱第４条か

ら第１３条及び第１９条並びに第２０条に準じた事項及び本実施要領第４で定める

事業報告書の提出並びにその他必要な事項を記載するものとする。 

② 間接補助金の交付手続等について、交付要綱第１７条による電磁的方法による場合

は、交付規程に必要な事項を定めなければならない。 

 

（７）間接補助金交付先の採択等 

① 補助事業者は、公正かつ透明性が確保された手続により間接補助金交付先の採択を

行うため、採否に関する審査基準（案）を作成し、環境省と協議の上、決定するもの

とする。なお、審査基準（案）の作成に当たっては、別表第５に掲げる事項を加点要

素に加えるものとする。 

② 補助事業者は、環境省自然環境局長（以下「局長」という。）と協議の上、間接補助

金交付先の採択を行う。 

③ 補助事業者は、②に基づき採択した複数年度計画の間接補助事業及び前年度より継

続して実施する間接補助事業のうち、翌年度以降における間接補助事業の計画変更

（軽微な変更である場合を除く）が生じた場合は、①及び②に準じた手続により審査

及び協議し、翌年度における間接補助事業の継続実施の可否を決定するものとする。 

 

（８）間接補助事業の表示 

補助事業者は、間接補助事業により整備された設備及び機械器具には、事業の趣旨

を考慮しつつ環境省補助事業である旨を明示するよう、間接補助事業者に指示しなけ

ればならない。 

 

（９）間接補助事業の指導監督 

① 補助事業者は、間接補助事業の実施状況を把握し、間接補助事業者に対して間接補

助事業の適正かつ円滑な実施を確保するために必要な報告を求めるとともに、それに

より得た情報を適時適切に大臣に報告するものとする。 

② 補助事業者は、間接補助事業の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生じ、又は生ず
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るおそれがあると認められる場合には、大臣に速やかに報告するとともに、その指示

を仰ぎ、間接補助事業者に対して必要な改善を指導するものとする。 

 

（10）間接補助事業者からの返還額等の取扱 

大臣は、交付要綱、この実施要領又は交付規程に基づき、間接補助事業者から間接

補助金の全部又は一部に相当する額の返還又は納付があったときは、補助事業者に対

し、これを国庫に返還又は納付させることがある。 

 

（11）事務費の中間検査 

    環境省は、上半期（交付決定日から９月末日）の補助事業の執行に要する事務費に

ついて、額の中間検査を行うものとする。 

 

（12）翌年度の間接補助事業に関する協議 

   補助事業者は、複数年度計画の間接補助事業及び前年度から継続して実施する間接

補助事業のうち翌年度における間接補助事業について、間接補助事業者より、翌年度

の交付決定の日の前日までの間において当該事業を開始したい旨の申請があり、その

必要性が認められる場合は、別紙様式により局長に協議することができる。 

 

（13）複数年度計画の間接補助事業 

   補助事業者は、複数年度計画の間接補助事業により採択された事業について、２年

目以降の事業を継続しない場合には、過年度に交付した間接補助金の全部又は一部に

相当する額を納付させることがある。 

 

第４ 間接補助事業者による事業報告書の提出 
  補助事業者は、間接補助事業者に対し、間接補助事業の完了後の３年間の期間につい

て、事業効果及び利用拠点における滞在環境の上質化に係る進捗等に関する事業報告書

を環境省が指定する者に定期的に提出するよう、期限を設けて指示しなければならない。 
 

第５ 指導監督 

  大臣は、補助事業の適正かつ円滑な実施を確保するため、補助事業者による補助事業

の実施に関し、この実施要領に基づき指導監督を行う。 

 

第６ その他 

補助事業者は、交付要綱又はこの実施要領（以下「交付要綱等」という。）に疑義が生

じたとき、交付要綱等により難い事由が生じたとき、あるいは交付要綱等に記載のない

細部については、大臣に速やかに報告し、その指示に従うものとする。 

 

   附 則 

１ この実施要領は、平成３１年４月８日から施行する。 
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   附 則 

 １ この実施要領は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この実施要領による改正後の規定は、令和２年度予算に係る補助金から適用し、令

和元年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

 

附 則  

１ この実施要領は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この実施要領による改正後の規定は、令和３年度予算に係る補助金から適用し、令

和２年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 
 

附 則  

１ この実施要領は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この実施要領による改正後の規定は、令和４年度予算に係る補助金から適用し、令

和３年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 
 

附 則 
１ この実施要領は、令和５年４月１日から施行する。 
２ この実施要領による改正後の規定は、令和５年度予算に係る補助金から適用し、令

和４年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

 
附 則 

１ この実施要領は、令和６年４月１日から施行する。 
２ この実施要領による改正後の規定は、令和６年度予算に係る補助金から適用し、令

和５年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

 

附 則 
１ この実施要領は、令和７年４月１日から施行する。 
２ この実施要領による改正後の規定は、令和７年度予算に係る補助金から適用し、令

和６年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

 

附 則 
１ この実施要領は、令和８年４月２８日から施行する。 
２ この実施要領による改正後の規定は、令和８年度予算に係る補助金から適用し、令

和７年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 
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 別表第１ 

１ 間接補助事業

の区分 

２ 間接補助事業

の内容 

３ 間接補助対象 

経費 
４ 交付額の算定方法 

国立公園等利用拠

点計画策定支援事

業 

国立公園利用拠点

計画、国定公園利用

拠点計画又は法第

１６条の３第１項

に規定する利用拠

点整備改善計画（以

下「利用拠点整備改

善計画」という。）

の策定を行う事業。 

国立公園利用拠点

計画及び国定公園

利用拠点計画の内

容等については別

添１に定める。 

事業を行うために必要な人

件費及び業務費（賃金、社会

保険料、諸謝金、光熱水料、

会議費、旅費、印刷製本費、

通信運搬費、手数料、委託

料、使用料及賃借料及び消

耗品費）並びにその他必要

な経費で補助事業者が承認

した経費 

 

ア． 総事業費から寄付金その他

の収入額を控除した額を算出す

る。ただし、平成２８年度税制改

正により創設された「地方創生応

援税制（企業版ふるさと納税）」に

よる寄附については、総事業費か

ら控除せず算出することができ

る。 

イ．アにより算出された額と第

３欄に掲げる間接補助対象経費

とを比較して少ない方の額に２

分の１（利用拠点整備改善計画

を策定する場合は３分の２）を

乗じて得た額を交付額とする。

ただし、算出された額に１，０

００円未満の端数が生じた場合

には、これを切り捨てるものと

する。 

国立公園等利用拠

点上質化整備事業 

国立公園利用拠点

計画又は利用拠点

整備改善計画に基

づき実施する以下

の１）～６）の事業、

若しくは国定公園

利用拠点計画に基

づき実施する以下

の１）～５）の事

業。（対象事業の内

容については、別表

第２に定めるもの

とする。） 

１）廃屋撤去事業 

２）インバウンド対

応機能強化事業 

３）文化的まちなみ

改善事業 

事業を行うために必要な工

事費（本工事費、付帯工事

費、機械器具費、測量及試

験費）、設備費及び業務費

並びにその他必要な経費で

補助事業者が承認した経費

（間接補助対象経費の内容

については、別表第４に定

めるものとする。） 

ア．総事業費から寄付金その他の

収入額を控除した額を算出する。

ただし、平成２８年度税制改正に

より創設された「地方創生応援税

制（企業版ふるさと納税）」による

寄附については、総事業費から控

除せず算出することができる。 

イ．アにより算出された額と第

３欄に掲げる間接補助対象経費

とを比較して少ない方の額に２

分の１を乗じて得た額を交付額

とする。ただし、算出された額

に１，０００円未満の端数が生

じた場合には、これを切り捨て

るものとする。 
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４）既存施設観光資

源化促進事業 

５）引き算の景観

改善事業 

６）利用拠点滞在

環境改善事業 

国立公園等核心地

利用施設改修事業 

別添２に定める国

立公園等核心地利

用施設改修計画を

作成し、当該計画に

基づき実施する以

下の事業。（対象事

業の内容について

は、別表第３に定め

るものとする） 

１）建築改修事業 

２）建築周辺利用環

境改善事業 

事業を行うために必要な工

事費（本工事費、付帯工事

費、機械器具費、測量及試験

費）、設備費及び業務費並び

にその他必要な経費で補助

事業者が承認した経費（間

接補助対象経費の内容につ

いては、別表第４に定める

ものとする。） 

 

ア．総事業費から寄付金その他の

収入額を控除した額を算出する。

ただし、平成２８年度税制改正に

より創設された「地方創生応援税

制（企業版ふるさと納税）」による

寄附については、総事業費から控

除せず算出することができる。 

イ．アにより算出された額と第３

欄に掲げる間接補助対象経費と

を比較して少ない方の額に２分

の１を乗じて得た額を交付額と

する。ただし、算出された額に１，

０００円未満の端数が生じた場

合には、これを切り捨てるものと

する。 

国立公園ならでは

の宿泊施設整備改

善事業 

別添３に定める国

立公園ならではの

宿泊施設整備改善

計画を作成し、当該

計画に基づき実施

する以下の事業（対

象事業の内容につ

いては、別表第４に

定めるものとす

る。） 

１）建築改修等事業 

事業を行うために必要な工

事費（本工事費、付帯工事

費、機械器具費、測量及試験

費）、設備費及び業務費並び

にその他必要な経費で補助

事業者が承認した経費（間

接補助対象経費の内容につ

いては、別表第４に定める

ものとする。） 

 

ア．総事業費から寄付金その他の

収入額を控除した額を算出する。

ただし、平成２８年度税制改正に

より創設された「地方創生応援税

制（企業版ふるさと納税）」による

寄附については、総事業費から控

除せず算出することができる。 

イ．アにより算出された額と第３

欄に掲げる間接補助対象経費と

を比較して少ない方の額に２分

の１を乗じて得た額を交付額と

する。ただし、算出された額に１，

０００円未満の端数が生じた場

合には、これを切り捨てるものと

する。 
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別表第２ 

項目及び内訳 事業内容 

１ 廃屋撤去事業  

 廃屋の撤去 公園利用者向けサービスを行う建築物（これに附属する工作

物を含む。）であって、使用がなされていないことが常態であ

るもの及びその敷地に存する立木その他の土地に定着するも

の（以下「廃屋」という。）の撤去、処分を行う事業（撤去後

の簡易な土地造成等を含む。）。ただし、撤去後の跡地又は一

部撤去した後の建築物が地域活性化のための利用に供される

と認められるものに限る。 

２  インバウンド対応機能強化事業  

一 多言語サイン・標識の整備 利用拠点において訪日外国人利用者向けの誘導案内を主目的

とする多言語標識・サインの設置及び改修を行う事業。ただ

し、国立公園等多言語解説等整備事業で対象となる国立公園

等の自然資源等に関する多言語解説を行う案内板等は対象と

しない。 

二 公衆無線 LAN環境整備 利用拠点において訪日外国人を含む公園利用者が広く利用で

きる施設等において無料公衆無線 LANによる通信に必要な設

備等を設置する事業。 

三 トイレ洋式化 利用拠点において訪日外国人を含む公園利用者が広く利用で

きる施設等において洋式トイレの整備を行う事業。ただし、

新築の駆体工事は対象としない。 

３ 文化的まちなみ改善事業 以下の事業で、利用拠点における文化的資産への公園利用者

の誘導、文化的資産との連携の効果を発揮するものに限る。 

一 外構修景 利用拠点において公園利用者向けサービスを行う施設の外構

における、門、塀、さく、植栽、街灯等の整備を行う事業。 

二 建築外観修景 利用拠点において公園利用者向けサービスを行う施設の新

築、増築、改築、大規模な修繕及び大規模な模様替に係る工

事費のうち、外観に係る費用。 

三 建築設備等修景 利用拠点において屋外に露出し景観を阻害している給排水設

備、空調設備、電気設備、広告物等の除去、隠ぺい又は改善

を行う事業。 

四 その他 利用拠点において温泉設備の修景、ストリートファニチャー

や案内板の整備その他良好な文化的まちなみ形成のため必要

な事業。 

４ 既存施設観光資源化促進事業 利用が停止又は利用機会が減少した既存の公園利用者向けサ

ービス施設に対し、インバウンド受入環境整備（多言語サイ

ンに加え、必要に応じ Wi-Fi、トイレ洋式化、キャッシュレ
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ス対応等）を前提とした施設の機能転換又は機能強化のため

の内装整備及び設備整備を行う事業。 

なお、古民家や歴史的建造物の再生等地域の文化資産活用に

資する事業又は国立公園等の自然資源等の魅力を体感する体

験アクティビティや学習ツアー等と連携して実施する事業を

対象とする。 

５ 引き算の景観改善事業 利用拠点の景観を良好なものに改善するために行う以下のい

ずれかの事業を対象とする。 

・無電柱化（電線を地下に埋設することその他の方法によ

り、電柱（公道上の電柱を除く。）又は電線（電柱によって

支持されるものに限る。）の地上における設置を抑制し、及

び地上の電柱又は電線を撤去することをいう。） 

・通景伐採（利用拠点においてシンボルとなっている山岳や

海、湖等への展望の妨げとなっている木竹を伐採する事

業） 

・景観を阻害する工作物の撤去・移設（利用拠点においてシ

ンボルとなっている山岳や海、湖等への展望の妨げとなっ

ている工作物を撤去または移設する事業） 

・駐車場の緑地化（既存の公園利用者向けサービス施設の駐

車場について、その全部又は一部の舗装を撤去し、跡地で

芝生化、植栽または美装化整備を行う事業） 

６ 利用拠点滞在環境改善事業 国立公園内の重点利用拠点において、当該重点利用拠点の整

備改善の目標及び計画（以下「計画等」という。）に位置づけ

られた以下のいずれかを行う事業を対象とする。 

・建築物等の撤去（公園利用者向けサービスを行う建築物

（これに附属する工作物を含む。）であって使用がなされて

いないもの及びその敷地に存する立木その他の土地に定着

するものを撤去、処分する事業（撤去後の簡易な土地造成

等を含む。）。ただし、撤去後の跡地又は一部撤去した後の

建築物が、遅滞なく確実に地域活性化のための利用に供さ

れると認められるものに限る。） 

・滞在時の魅力向上に資する賑わいや憩いの場の形成（一般

の利用に供されるオープンスペース、四阿、ベンチ、遊歩

道、トイレ、駐車スペース等の整備・改修を行う事業） 
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別表第３ 

 

  

項目及び内訳 事業内容 

１  国立公園等核心地利用施設改修事業 

（山小屋） 

 

 一 建築改修事業 利用拠点において公園利用者向けサービスを行う施設内の

内装、外装、設備の改修を行うもの 

 二 建築周辺利用環境改善事業 利用拠点において公園利用者向けサービスを行う施設周辺

の利用環境の改善に資する、施設の外構、施設への通路、

案内板等の整備を行うもの 
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別表第４ 

  

項目及び内訳 事業内容 

１  国立公園ならではの宿泊施設整備改善

事業 

 

 建築改修等事業 「国立公園ならではの宿泊施設ガイドライン」に定めるコ

ア項目を全て満たした宿舎事業者が、当該ガイドラインに

定めるステップアップ項目の一部を満たすため、施設の内

装、外装、設備の整備・改修を行うもの 



 

- 12 - 

別表第５ 
１ 区分 ２ 費目 ３ 細分 ４ 内  容 

工事費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本工事費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(直接工事費) 
材料費 
 
 
 
 
 
 
労務費 
 
 
 
 
 
 
直接経費 
 
 
 
 
 
 
 
(間接工事費) 
共通仮設費 
 
 
 
 
 
 
 
 
現場管理費 
 
 
 

 
 事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、

これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この

材料単価は、建設物価（建設物価調査会編）、積算資

料（経済調査会編）等を参考のうえ、事業の実施の時

期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して事業実

施可能な単価とし、根拠となる資料を添付すること。 
 
 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件

費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産、国土交

通の２省が協議して決定した「公共工事設計労務単価

表」を準用し、事業の実施の時期、地域の実態及び他

事業との関連を考慮して事業実施可能な単価とし、根

拠となる資料を添付すること。 
 
 事業を行うために直接必要とする経費であり、次の

費用をいう。 
① 特許権使用料（契約に基づき使用する特許の使用

料及び派出する技術者等に要する費用）、 
② 水道、光熱、電力料（事業を行うために必要な電

力電灯使用料及び用水使用料）、 
③ 機械経費（事業を行うために必要な機械の使用に

要する経費（材料費、労務費を除く。）） 
 
 次の費用をいう。 
① 事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、

移動に要する費用、 
② 準備、後片付け整地等に要する費用、 
③ 機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要す

る費用、 
④ 技術管理に要する費用、 
⑤ 交通の管理、安全施設に要する費用 
 
 請負業者が事業を行うために直接必要な現場経費

であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信

交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考

に決定する。 
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設備費 
 
 
 
業務費 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
付帯工事費 
 
 
 
機械器具費 
 
 
 
測量及試験費 
 
 
 
 
 
 
 
 
設備費  
 
 
 
業務費 
 
 
 
 
 
 
 

 
一般管理費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 請負業者が事業を行うために直接必要な諸給与、法

定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をい

い、類似の事業を参考に決定する。 
 
 本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要

最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じ

て算定すること。 
 
 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その

他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、

修繕及び製作に要する経費をいう。 
 
 事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、

実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。ま

た、間接補助事業者が直接、調査、測量、基本設計、

実施設計、工事監理及び試験を行う場合においてこれ

に要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をい

い、請負又は委託により調査、測量、基本設計、実施

設計、工事監理及び試験を施工する場合においては請

負費又は委託料の費用をいう。 
 
 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入

並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費を

いう。 
 
 事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステ

ム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する

経費をいう。また、間接補助事業者が直接、調査、設

計、製作、試験及び検証を行う場合においてこれに要

する材料費、人件費（都道府県、市町村、地方自治体

法第 281 条第 1 項の特別区及び第 284 条第 1 項の

地方公共団体の組合が事業を実施する場合は、常勤職

員の人件費を除く。）、諸謝金、旅費、備品費、水道光

熱費、消耗品費、借料及び損料、会議費、通信運搬費

その他に要する費用をいい、請負又は委託により調

査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においては

請負費又は委託料の費用をいう。 
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別表第６ 審査基準案における加点要素 
 
対象事業 項目 内 容 
国立公園等利用

拠点計画策定支

援事業、国立公園

等利用拠点上質

化整備事業、国立

公園等核心地利

用施設改修事業 

１．環境省主要施策との関連 （１）「国立公園満喫プロジェクト」において

ステップアッププログラムを作成している国

立公園※1で実施される事業であること。 

 
※１の公園は以下のとおり。 
阿寒摩周国立公園 
十和田八幡平国立公園 
日光国立公園 
伊勢志摩国立公園 
大山隠岐国立公園 
阿蘇くじゅう国立公園 
霧島錦江湾国立公園 
慶良間諸島国立公園 
支笏洞爺国立公園 
富士箱根伊豆国立公園 
中部山岳国立公園 
磐梯朝日国立公園 
三陸復興国立公園 
 
（２）（１）のステップアッププログラムに位

置づけられている事業であること。 
（３）国立公園利用拠点計画、国定公園利用

拠点計画又は利用拠点整備改善計画におい

て、自然体験アクティビティ提供との連携

や地区全体のゾーニング等が定められてい

る地区で実施される事業であること。 
（４）利用拠点整備改善計画を策定する事業

であること。 
（５）利用拠点整備改善計画に基づき実施さ

れる事業であること。 
（６）重点利用拠点で実施される事業である

こと。 
（７）ゼロカーボンパークに指定された地域

で実施する事業であること。 

２．活動の広範性 ・全国的にモデルとなるようなものであるこ

と。 
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３．地域への波及効果 ・地域の特性を活かして高い付加価値を創出

し、雇用の創出や地域の経済成長を牽引す

る事業であること。 

４．事業年度（又は暦年）における賃上

げ 
・事業年度（又は暦年）において賃上げの実

施を表明していること。 
国立公園ならで

はの宿泊施設整

備改善事業 

１．環境省主要施策との関連 （１）重点利用拠点で実施される事業である

こと。 
（２）「国立公園ならではの宿泊施設ガイドラ

イン」に基づき、連携協定等を環境省と締

結している宿舎事業者が行う事業であるこ

と。 
（３）ゼロカーボンパークに指定された地域

で実施する事業であること。 

２．活動の広範性 国立公園等利用拠点計画策定支援事業、国立

公園等利用拠点上質化整備事業、国立公園等

核心地利用施設改修事業と同様とする。 

３．地域への波及効果 国立公園等利用拠点計画策定支援事業、国立

公園等利用拠点上質化整備事業、国立公園等

核心地利用施設改修事業と同様とする。 

４．事業年度（又は暦年）における賃上

げ 

国立公園等利用拠点計画策定支援事業、国立

公園等利用拠点上質化整備事業、国立公園等

核心地利用施設改修事業と同様とする。 

  



 

- 16 - 

 

別紙様式 

番    号 

年  月  日 

 

 

 環境省自然環境局長 殿 

 

 

                  住 所 

                  氏 名 又 は 名 称 

                  代表者の職・氏名             

 

 

令和 年度国立公園等資源整備事業費補助金 

（国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業）に係る翌年度における間接補助事業について 

 

 

   年  月  日付け   第    号で交付決定の通知を受けた国立公園等資源整備事業費補

助金（国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業）について、間接補助事業者より、翌年度の交付決定

の日の前日までの間において、翌年度における間接補助事業を開始したい旨の申請があったため審査し

た結果、その必要性が認められるので、国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業実施要領第３（12）

の規定に基づき、下記の通り協議します。 

 

記 

 

１．間接補助事業の概要 

（１）間接補助事業者の氏名又は名称 

（２）間接補助事業の名称 

（３）間接補助事業の概要 

（４）翌年度における間接補助事業の概要 

 

２．翌年度の交付決定の日の前日までの間において、翌年度における間接補助事業を開始する必要性 

 

３．参考資料 

 

４．本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等 

    責任者の所属部署・職名・氏名 

    担当者の所属部署・職名・氏名 

    連絡先（電話番号・Eメールアドレス等） 


